
公立鳥取環境大学及び公立鳥取環境大学大学院の学生の懲戒に関する規程 

平成２４年４月１日 
鳥取環境大学規程第８７号 

 
（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、公 立 鳥 取 環 境 大 学（ 以 下「 本 学 」と い う 。）及 び 公 立 鳥 取 環

境 大 学 大 学 院（ 以 下「 本 大 学 院 」と い う 。）に お け る 、公 立 鳥 取 環 境 大 学 学 則（ 以

下「 学 則 」と い う 。）第 ５ １ 条 及 び 公 立 鳥 取 環 境 大 学 大 学 院 学 則（ 以 下「 大 学 院

学 則 」と い う 。）第 ４ ３ 条 に 規 定 す る 懲 戒 に 関 し 、適 正 か つ 公 正 な 運 用 を 図 る た

め に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 基 本 的 な 考 え 方 ）  

第 ２ 条  懲 戒 は 、 懲 戒 対 象 行 為 の 態 様 、 結 果 、 影 響 等 を 総 合 的 に 検 討 し 、 教 育 的

配 慮 を 加 え た 上 で 行 う も の と す る 。  

２  懲 戒 に よ り 、 学 生 に 課 せ ら れ る 不 利 益 は 、 懲 戒 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な

限 度 に と ど め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 懲 戒 の 内 容 ）  

第 ３ 条  学 則 第 ５ １ 条 第 ２ 項 又 は 大 学 院 学 則 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 に規定する懲戒の内容

は、次の各号のとおりとする。 

（１）退学 学生の身分を失わせること。 

（２）停学 無期又は有期とし、この間の登学を禁止すること。 

（３）訓告 文書等により注意を与えること。 

 

（停学期間） 

第４条 停学期間は、無期又は２週間以上６か月以下の有期とする。 

２ 停学期間は在学期間に算入しない。ただし、停学期間が２か月未満の場合は在学期間に算入

することができる。 

 

（ そ の 他 の 教 育 的 措 置 ）  

第 ５ 条  副 学 長 （ 学 生 生 活 ・ 就 職 担 当 ） (以 下 「 副 学 長 」 と い う 。 )は 、 第 ３ 条 に

規 定 す る 懲 戒 に 相 当 し な い 場 合 で も 、 交 通 事 故 ・ 違 反 及 び 非 違 行 為 等 を 行 っ た

学 生 に 対 し て 、 教 育 的 措 置 が 必 要 と 判 断 す れ ば 、 口 頭 又 は 文 書 に よ る 厳 重 注 意

を 行 う こ と が で き る 。  

２  過 去 に 厳 重 注 意 を 受 け た 学 生 が 再 度 同 様 の 行 為 を 行 っ た と き は 、 懲 戒 の 対 象

と す る こ と が で き る 。  

 

（ 懲 戒 処 分 等 の 標 準 例 ）  

第 ６ 条  懲 戒 処 分 等 の 種 類 は 、 別 表 左 欄 に 掲 げ る 行 為 の 区 分 及 び 同 表 中 欄 に 掲 げ

る 行 為 の 内 容 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 同 表 右 欄 に 掲 げ る も の と す る 。 た だ し 、 再 犯

の 場 合 は そ の 処 分 を 重 く す る こ と が で き る 。  

 

（ 懲 戒 対 象 行 為 の 報 告 ）  



第 ７ 条  教 職 員 は 、学 則 第 ５ １ 条 第 １ 項 又 は 大 学 院 学 則 第 ４ ３ 条 第 １ 項 に 規定する

懲 戒 対 象 行 為 を 認 め た と き は 、直 ち に 学 生 の 所 属 学 部 長 (以 下「 所 属 学 部 長 」と

い う 。 )又 は 研 究 科 長 へ 報 告 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 報 告 を 受 け た 所 属 学 部 長 又 は 研 究 科 長 は 、 直 ち に そ の 状 況 を 学 長 及 び

副 学 長 へ 報 告 す る も の と す る 。  

 

（ 学 生 の 自 宅 待 機 の 取 扱 い ）  

第 ８ 条  学 長 は 、 懲 戒 が 決 定 す る ま で の 間 、 学 生 に 自 宅 待 機 を 命 ず る こ と が で き

る 。  

２  自 宅 待 機 期 間 は 、 停 学 の 期 間 に 算 入 す る 。  

 

（ 事 実 関 係 の 調 査 ）  

第 ９ 条  懲 戒 対 象 行 為 ま た は そ の 疑 い が 生 じ た 場 合 、 学 長 は 学 生 生 活 ・ 就 職 委 員

長 へ 学 生 生 活 ・ 就 職 委 員 会 を 招 集 し 、 事 実 関 係 に つ い て 調 査 す る よ う 命 じ る 。  

 

（ 弁 明 の 機 会 ）  

第 １ ０ 条  前 条 の 調 査 に お い て は 、懲 戒 対 象 行 為 を 行 っ た と 認 め ら れ る 学 生 (以 下

「 当 該 学 生 」と い う 。)へ 、口 頭 又 は 文 書 に よ り 弁 明 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な

ら な い 。  

２  弁 明 の 機 会 を 与 え ら れ た に も か か わ ら ず 、 当 該 学 生 が 正 当 な 理 由 な く 欠 席 し

た と き 、 又 は 弁 明 に 関 す る 文 書 を 指 定 の 期 日 ま で に 提 出 し な か っ た と き は 、 弁

明 の 機 会 を 放 棄 し た も の と み な す 。  

 

（ 懲 戒 の 手 続 ）  

第 １ １ 条  学 長 は 学 生 生 活 ・ 就 職 委 員 会 の 調 査 結 果 に 基 づ き 、 学 生 を 懲 戒 す る 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、 懲 戒 の 手 続 き を 開 始 す る よ う 副 学 長 に 命 じ る 。  

２  副 学 長 は、懲戒処分の原案を作成し、本学においては学生生活・就職委員会及び教授会、

本大学院においては研究科委員会の議を経て学長に上申する。 

 

（ 懲 戒 処 分 の 決 定 ）  

第 １ ２ 条  学 長 は 上 申 内 容 を 踏 ま え 、 懲 戒 処 分 を 決 定 す る 。  

 

（ 懲 戒 の 措 置 ）  

第 １ ３ 条  懲 戒 に 伴 う 措 置 は 、 学 長 名 に よ り 当 該 学 生 へ 処 分 通 知 (別 紙 様 式 １ )を

交 付 す る こ と に よ り 行 う 。  

２  前 項 規 定 に よ り 処 分 を 通 知 し た 場 合 は 、当 該 学 生 の 保 証 人 に 当 該 処 分 が あ っ た

旨 の 通 知 書 を 送 付 す る 。  

 

（ 懲 戒 処 分 の 公 表 ）  

第 １ ４ 条  学 長 は 、 懲 戒 処 分 を 行 っ た 場 合 、 原 則 と し て 学 内 に 公 表 す る 。 ま た 、

そ の 際 、 氏 名 及 び 処 分 内 容 等 を 必 要 に 応 じ て 公 表 す る こ と が で き る 。  

２  学 内 公 表 期 間 は １ か 月 と す る 。  

http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/u0950595001.html#y3


３  学 長 は 、懲 戒 処 分 を 行 っ た 場 合 、必 要 に 応 じ て 外 部 へ 公 表 す る こ と が で き る 。

な お 、 学 外 へ の 公 表 は 、 適 切 か つ 慎 重 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 無 期 停 学 処 分 の 解 除 ）  

第 １ ５ 条  副 学 長 は 、 無 期 停 学 処 分 を 受 け た 学 生 （ 以 下 「 無 期 停 学 処 分 学 生 」 と

い う 。）に つ い て 、反 省 の 程 度 、学 習 意 欲 等 を 総 合 的 に 判 断 し て 無 期 停 学 処 分 を

解 除 す る こ と が 適 当 と 思 わ れ る 場 合 、 本 学 に お い て は 学 生 生 活 ・ 就 職 委 員 会 及

び 教授会、本大学院においては研究科委員会の議を経て学長に上申することができる。 

２  学 長 は 、 上 申 内 容 が 妥 当 で あ れ ば 、 無 期 停 学 処 分 の 解 除 を 決 定 す る 。  

３  解 除 に 伴 う 措 置 は 、学 長 名 に よ り 無 期 停 学 処 分 学 生 へ 処 分 解 除 通 知 (別 紙 様 式

２ )を 交 付 す る こ と に よ り 行 う 。  

４  前 項 規 定 に よ り 処 分 解 除 を 通 知 し た 場 合 は 、 無 期 停 学 処 分 学 生 の 保 証 人 に 当

該 処 分 の 解 除 が あ っ た 旨 の 通 知 書 を 送 付 す る 。  

 

（ 不 服 申 立 て ）  

第 １ ６ 条  懲 戒 処 分 を 受 け た 学 生（ 以 下「 懲 戒 処 分 学 生 」と い う 。）は 、事 実 誤 認 、

新 事 実 の 発 見 、 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 は 、 文 書 に よ り 学 長 に 対 し て 、 懲

戒 処 分 書 を 受 け 取 っ た 日 か ら ２ 週 間 を 経 過 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以

内 に 不 服 申 立 て を 行 う こ と が で き る 。  

２  学 長 は 、 前 項 の 不 服 申 立 て を 受 理 し た と き は 、 副 学 長 に 審 査 の 可 否 を 検 討 す

る よ う 命 ず る 。  

３  副 学 長 は、審査の可否を、本学においては学生生活・就職委員会及び教授会、本大学院に

おいては研究科委員会の議を経て学長に上申する。 

４  学 長 は 、 上 申 内 容 を 踏 ま え 審 査 の 可 否 を 決 定 す る 。  

５  再 審 査 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 、 学 長 は 学 生 生 活 ・ 就 職 委 員 長 へ 学 生

生 活 ・ 就 職 委 員 会 を 招 集 し 、 再 審 査 す る よ う 命 じ る 。 こ の 場 合 の 手 続 き は 第 ９

条 か ら 第 １ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 行 う も の と す る 。  

６  審 査 の 必 要 が な い 場 合 、 学 長 は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 文 書 で 懲 戒 処 分 学 生 に

通 知 す る 。  

７  審 査 の 請 求 は 、 原 則 と し て 懲 戒 処 分 の 効 力 を 妨 げ な い 。  

 

（ 逮 捕 ・ 勾 留 時 の 取 扱 い ）   

第 １ ７ 条  学 生 が 逮 捕 ・ 勾 留 さ れ 、 本 人 に 接 見 す る こ と は で き な い も の の 、 本 人

が 罪 状 を 認 め て い る 場 合 、 懲 戒 処 分 を 行 う こ と が で き る 。  

２  前 項 と 同 様 に 本 人 に 接 見 す る こ と が で き ず 、 本 人 が 罪 状 を 否 認 し て い る 場 合

に お い て も 、 懲 戒 処 分 の 手 続 き を 開 始 す る こ と が 妥 当 で あ る と 判 断 す れ ば 、 裁

判 の 推 移 等 を 考 慮 し 、 懲 戒 処 分 を 行 う こ と が で き る 。  

 

（ 懲 戒 処 分 と 自 主 退 学 ）   

第 １ ８ 条  学 長 は 、 懲 戒 対 象 行 為 を 行 っ た 学 生 か ら 、 懲 戒 処 分 の 決 定 前 に 自 主 退

学 の 申 出 が あ っ た 場 合 に は 、 原 則 と し て こ の 申 出 を 受 理 し な い も の と す る 。  

 

http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/u0950595001.html#y5
http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/u0950595001.html#y5


（ 事 務 ）  

第 １ ９ 条  学 生 の 懲 戒 に 関 す る 事 務 は 、 学 務 課 が 取 り 扱 う 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 ２ ０ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 学 生 の 懲 戒 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、

学 長 が 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 規 程 第 ３ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 規 程 第 ３ ２ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 規 程 第 ２ ６ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 (第 ６ 条 関 係 ) 

懲 戒 処 分 等 の 標 準 例  

区 分  行 為 の 内 容  懲 戒 処 分 等 の 種 類  

犯 罪 行 為  殺 人 、 強 盗 、 強 姦 、 放 火 、 身 代 金 誘 拐 、 傷 害

等 の 凶 悪 な 犯 罪 行 為 又 は 犯 罪 未 遂 行 為  

退 学  

窃 盗 、 詐 欺 、 恐 喝 、 強 迫 、 強 要 、 過 失 致 死 、

過 失 傷 害 、 器 物 破 損 等 の 犯 罪 行 為 を 行 っ た 場 合  

退 学 、停 学 又 は 訓 告  

賭 博 、 住 居 侵 入 、 他 人 を 傷 害 す る に 至 ら な い

暴 力 行 為 等 の 犯 罪 行 為 で あ っ て 、 刑 法 等 に 抵 触

す る 場 合  

停 学 又 は 訓 告  

痴 漢 行 為 、 わ い せ つ 行 為 、 の ぞ き 見 行 為 、 盗

撮 行 為 、 そ の 他 の 迷 惑 行 為 等 で あ っ て 、 刑 法 、

軽 犯 罪 法 、 青 少 年 保 護 条 例 、 迷 惑 防 止 条 例 等 に

抵 触 す る 場 合  

退 学 、停 学 又 は 訓 告  

ハ ラ ス メ ン ト に 関 す る 極 め て 悪 質 な 犯 罪 行 為

を 行 っ た 場 合  

退 学  

ハ ラ ス メ ン ト に 関 す る 上 記 以 外 の 犯 罪 行 為 を

行 っ た 場 合  

停 学 又 は 訓 告  

ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 に 抵

触 す る 極 め て 悪 質 な 犯 罪 行 為 を 行 っ た 場 合  

退 学  

ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 に 抵

触 す る 上 記 以 外 の 犯 罪 行 為 を 行 っ た 場 合  

停 学 又 は 訓 告  

薬 物 犯 罪 (麻 薬 、 大 麻 、 あ へ ん 、 覚 せ い 剤 、 向

精 神 薬 等 の 不 法 所 持 、売 買 又 は そ の 仲 介 等 )を 行

っ た 場 合  

退 学 又 は 停 学  

コ ン ピ ュ ー タ 又 は ネ ッ ト ワ ー ク の 不 正 使 用 に

関 す る 極 め て 悪 質 な 犯 罪 行 為 を 行 っ た 場 合  

退 学  

ア ル コ ー ル 飲 料 の 一 気 飲 み 等 に よ り 、 未 成 年

者 又 は 飲 め な い 者 等 に 飲 酒 を 強 制 し 、 死 に 至 ら

し め た 場 合  

退 学  

交 通 事 故・違

反  

悪 質 な 運 転 (飲 酒 運 転 (酒 酔 い 運 転 ・ 酒 気 帯 び

運 転 )、無 免 許 運 転 、大 幅 な 制 限 速 度 超 過 違 反 等 )

に よ る 死 亡 事 故 又 は 高 度 な 後 遺 症 を 残 す 人 身 事

故 を 伴 う 交 通 事 故 を 起 こ し た 場 合  

退 学  

悪 質 な 運 転 に よ る 上 記 以 外 の 人 身 事 故 を 伴 う

交 通 事 故 を 起 こ し た 場 合  

退 学 又 は 停 学  

人 身 事 故 を 伴 わ な い 飲 酒 運 転 (酒 酔 い 運 転 ・ 酒

気 帯 び 運 転 )、無 免 許 運 転 、暴 走 運 転 等 の 悪 質 な

退 学 、停 学 又 は 訓 告  

http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/word/505950011.doc


交 通 法 規 違 反  

前 方 不 注 意 等 の 相 当 な 過 失 に よ る 死 亡 又 は 高

度 な 後 遺 症 を 残 す 人 身 事 故 を 伴 う 交 通 事 故 を 起

こ し た 場 合  

退 学 、停 学 又 は 訓 告  

前 方 不 注 意 等 の 相 当 な 過 失 に よ る 上 記 以 外 の

人 身 事 故 を 伴 う 交 通 事 故 を 起 こ し た 場 合  

停 学 又 は 訓 告  

物 損 事 故 等 の 事 故 ・ 違 反 の 場 合 。 た だ し 、 反

則 金 (交 通 反 則 通 告 制 度 に 基 づ き 行 政 処 分 と し

て 課 さ れ る 過 料 )に 該 当 す る 場 合 で 、軽 微 な 道 路

交 通 法 違 反 等 に つ い て は 、 対 象 と し な い 。  

厳 重 注 意  

非 違 行 為  本 学 の 財 物 に 対 し 、 物 的 損 傷 を 与 え た 場 合  退 学 、停 学 、訓 告 又

は 厳 重 注 意  

未 成 年 者 と 知 り な が ら 飲 酒 を さ せ た 場 合  退 学 、停 学 、訓 告 又

は 厳 重 注 意  

そ の 他 の 非 違 行 為  退 学 、停 学 、訓 告 又

は 厳 重 注 意  

学 内 試 験 に

お け る 不 正

行 為  

学内試験で特に悪質な不正行為をした場合 停 学  

学内試験で不正行為をした場合 訓 告  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 紙 様 式 １ － １ (第 １ ３ 条 関 係 ) 

 

処 分 通 知 

 

 

 

 

                                学部・研究科        学科・専攻 

 

                       学籍番号 

 

                       氏  名 

 

 

 

 

 

 上記の者、公立鳥取環境大学学則第５１条（公立鳥取環境大学大学院学則第

４３条）の規定により退学に処する。 

 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

公立鳥取環境大学学長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/word/505950061.doc


別 紙 様 式 １ － ２ (第 １ ３ 条 関 係 ) 

 

処 分 通 知 

 

 

 

 

                                学部・研究科        学科・専攻 

 

                       学籍番号 

 

                       氏  名 

 

 

 

 

 

 上記の者、公立鳥取環境大学学則第５１条（公立鳥取環境大学大学院学則第

４３条）の規定により  年  月  日から  年  月  日まで停学に処す

る。 

 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

                       公立鳥取環境大学学長   

  

http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/word/505950061.doc


別 紙 様 式 １ － ３ (第 １ ３ 条 関 係 ) 

 

訓    告 

 

 

 

 

                                学部・研究科        学科・専攻 

 

                       学籍番号 

 

                       氏  名 

 

 

 

 

 

 上記の者、公立鳥取環境大学学則第５１条（公立鳥取環境大学大学院学則第

４３条）の規定により訓告に処する。 

 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

公立鳥取環境大学学長 

   

 

  

http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/word/505950061.doc


別 紙 様 式 ２ (第 １ ５ 条 関 係 ) 

 

処分解除通知  

 

 

 

 

                                学部・研究科        学科・専攻 

 

                       学籍番号 

 

                       氏  名 

 

 

 

 

 上記の者、公立鳥 取 環 境 大 学 学 生 の 懲 戒 に 関 す る 規 程 第１５条の規定

により 年   月   日 付 け を も っ て 停 学 を 解 除 す る 。  

 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

公立鳥取環境大学学長 

 

 

 

http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/word/505950061.doc

